
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1 回 加古川流域委員会が開催されました 

平成 20 年 7 月 16 日に加古川市民会館にて第 1 回加古川流域委員会が開催されました。 

近畿地方整備局では、今後 20～30 年間の具体的な河川の整備内容を示す河川整備計画(国管理区間)を策

定します。そこでこの度、河川整備計画の原案並びに関係住民意見の反映のあり方について意見を頂くことを目的

に、加古川流域委員会が設置されました。 

 

●委員会の概要 

② 加古川流域委員会の設立について 
河川管理者より、新しい河川整備の計画制度と、加古川流

域委員会の設立趣旨について説明が行われました。 

③ 委員の紹介 
加古川流域委員会設立準備会議において審議･選出

された委員 17 名について司会から紹介されました。委

員は以下の通りです。 

合計 65 名の方の参加をいただきました。 

～加古川流域委員会名簿～ 

▲水管橋の夕日

① 河川管理者挨拶 
河川管理者より、流域委員会設立の背景･目的、河川

整備計画の河川法上の策定の位置づけについての説明

と、「過去の被害や改修の経緯を踏まえた水系全体での

治水対策、環境の保全、河川のもつさまざまな機能の活

用などを進めて、安全安心で良い川をつくるためのお知

恵を拝借したい」との挨拶が述べられました。 
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④ 委員長の選出 
委員からの推薦により、中瀬勲委員(兵庫県立大学 教授)が委員長に選出されました。 

⑤ 委員長挨拶 
委員長が、治水･利水・環境の課題を踏まえながら、加古川独自の議論を進めていきたいとの抱負を述べ

ました。 

⑥ 審 議 

《加古川流域委員会の規約についての審議結果》 
委員長から、加古川流域委員会規約案についての説明が行われ、加古川流域委員会規約の承認が行わ

れました。また加古川流域委員会規約により委員長に事故がある際に代理を行う委員長代理に、服部保委

員(兵庫県立大学教授)が指名されました。 
 

《加古川流域委員会の情報公開方法についての審議結果》 
流域委員会の情報公開方法は、加古川流域委員会規約により原則として公開し、その方法は委員会で

定めることとなっているため、下記の内容を定めました。 
 

《加古川流域委員会の今後のスケジュール》 
今後の加古川流域委員会は概ね月１回のペースで開催します。 

平成 21 年８月ごろを目安に河川整備計画(国管理区間)の策定・公表を行います。 

開催スケジュールのうち、既に決まっているものは下記の通りです。傍聴が可能ですので、傍聴案内を

ご覧になり、ご参加下さい。 

 

⑦ 加古川流域の概要説明 
加古川流域の概要について、河川管理者よりスライドを用いた説明が行われました。その後意見交

換を行いました。 

1) 会議の開催案内方法 

○会議の開催案内の方法は、記者発表、インター

ネット、流域市町村でのポスターの掲示、流域

市町村でのチラシの配布によるものとする。 

2) 傍聴の申し込み方法 

○傍聴を希望する方は事前に申し込むことを基本

とするが、委員会当日にも、会場で受付できる

ものとする。 

○一般傍聴者の受け入れは、すべての希望者が傍

聴できるよう可能な限り配慮することを基本と

し、原則として入場制限は行わないこととする。

3) 審議結果の公表手段 

○審議結果は、ニュースレターを通じて公

表する。 

○議事録の概要は、記者発表と姫路河川国

道事務所のホームページ上で公表する。

○議事録の詳録は、姫路河川国道事務所の

ホームページ上で公表する。 

○議事録の公表にあたっては、庶務が出席

委員の確認を得たものとする。 

～情報の公開方法～ 

●第 2 回委員会を 8 月 27 日（水）の午前（現地視察） 
 
●第 3 回委員会を 9 月 25 日（木）の午後 
 
●第 4 回委員会を 10 月 29 日（水）の午前 

に開催予定です。      

～今後の委員会スケジュール～ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●委員からの主な発言 

●最近は治水、利水に加え、環境を重要視

する流れがありますが、どのように議論

を進めていくのですか。 

→（河川管理者による回答）河川管理は川

を制御していくことから、川の営力をう

まく利用していく考え方に変わりつつあ

ります。このことを重要視して進めます。

委員長の司会にそって、活発な意見交換が行われました。 

●加古川の水をうまく利用し、そこに住ん

でいる人間を含めた動植物をどのように

次世代へ残すかを考えることがこの委員

会の役目だと思います。 

●今回の河川整備計画の対象範囲はどこにな

るのでしょうか。 

→（河川管理者による回答）総括的に流域全

体で議論を行い、その上で国管理区間の整

備について考えていきたいと思います。 

●低水工事のころは河川と人々との間に密接

な関係がありました。今後、新たな意味で

川と人々とのかかわりをどう復元するのか

が大切です。 

●上流・中流・下流等の区分など地域の単位

と実際の地域社会や自然の分類が一致しな

い可能性もありますが、どういう形で分け

ても、暮している方が加古川をどう見てき

たかという視点を明確にして取り組むこと

が大切だと思います。 

●河川の改修をする場合には、改修する部分

だけでなく下流のことも考えるという先人

の知恵に学びながら行う必要があります。

●加古川の山は保水性が低下しており、水資

源の保全が重要です。河川行政において、

農水省や林野庁との連携が必要となってい

ると思います。 

●加古川一帯は丘陵・台地地形が広がってい

て降水量が少ないため、ため池が多く、水

生生物が非常に豊富です。また分水界が低

いため、加古川が生物の交流が進んでいま

す。このことから加古川の生物の多様性は

非常に高くなっています。 

●播州織を作る際には、できるだけ綺麗な水

に戻してから川に返したいと思います。加

古川をまた綺麗にしていきたいと考えてい

ます。 

●闘竜灘だけが狭いまま残っています。それ

について方針を聞かせてください。 

→（河川管理者による回答）闘竜灘が今の状

況では加古川の治水整備は完結しません。

上下流、双方納得できる議論がこの会議で

できればと思っています。 

 

詳しい発言内容は、加古川流域委員会ホームページ（下記アドレス）に掲載しています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

加古川流域委員会 庶務 
〒541-0045 大阪市中央区道修町 1-6-7 
電話：06-6206-5444   FAX：06-6206-6025    担当：岸元（きしもと）  生嶋（いくしま）
 

ホームページからもお問い合せができます      http://www.kakoriver.jp/    

【お問い合せ窓口】 

平成 9 年の河川法改正に伴い、これまでの「治水」「利水」に加えて「河川環境の整備と保全」が法の

目的に追加されました（図 1 参照）。 

また、これまでの「工事実施基本計画」に代わって、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す「河

川整備基本方針」と、今後 20～30 年間 の具体的な河川整備の内容を示す「河川整備計画」が策定され

ることになり、後者については、学識経験者、地域住民等の意見を反映する手続きが導入されました （図

2 参照）。  加古川流域委員会は「加古川河川整備計画（直轄管理区間）」の策定にあたり、 
 
 

 

 

 

 

ことを目的に設立するものです。 

図 2 新しい河川整備の計画制度 

加古川流域委員会とは 

 
 

傍 聴 

自 由 

入場無料

＊駐車場に限りがございますので、会場へは公共交通機関のご利用をお願いします。 

＊豪雨や地震などの影響によりやむを得ず開催を延期させていただく場合があります。 

その際はホームページなどでご連絡いたします。 

①河川整備計画の原案について意見をいただく 

②関係住民意見の反映のあり方について意見を

いただく。 

第３回 加古川流域委員会の開催について 
第３回加古川流域委員会を下記の要領で開催します。 

【日 時】 平成20年9月25日(木) 16:00～18:00 

【場 所】 加古川市防災センター 大会議室 

       所在：加古川市加古川町友沢 137-1    電話：079-423-0119 
      JR 加古川駅から「神姫バス西団地行き」南高校前バス停下車、西へ徒歩 6 分 

 

【お申し込み方法】 

 参加ご希望の方は、①氏名 ②所属 ③住所 ④電話番号 

をご記入の上、FAX、はがきで下記あて先までお申し込 

みください。傍聴は事前申込みを基本としていますが、 

委員会当日にも会場にて受付致します。 

※ホームページからも申込みができます。 

 

【応募締め切り】9 月 19 日(金)※はがきは必着です 

図 1 河川法改正の流れ 


